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山形県告示第89号

　山形県水資源保全条例（平成25年３月県条例第14号）第９条第１項の規定により、水資源保全地域を次のとおり

指定する予定であるので、関係図書を、環境エネルギー部環境企画課及び各総合支庁保健福祉環境部環境課並びに

関係市役所、町役場及び村役場において縦覧に供する。

　なお、当該水資源保全地域の住民及び利害関係人は、この告示に係る指定について、平成31年３月８日までに知

事に意見書を提出することができる。

　　平成31年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　(1) 名　称　　村山市水資源保全地域

(2) 区　域　　森林法（昭和26年法律第249号）第５条第１項の規定によりたてた地域森林計画で定める村山

市の森林の区域
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２　(1) 名　称　　朝日町水資源保全地域

(2) 区　域　　森林法第５条第１項の規定によりたてた地域森林計画で定める西村山郡朝日町の森林の区域

３　(1) 名　称　　大蔵村水資源保全地域

(2) 区　域　　森林法第５条第１項の規定によりたてた地域森林計画で定める最上郡大蔵村の森林の区域

４　(1) 名　称　　小国町水資源保全地域

(2) 区　域　　森林法第５条第１項の規定によりたてた地域森林計画で定める西置賜郡小国町の森林の区域

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第90号

　昭和49年４月県告示第443号（公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定）の一部を次の

ように改正する。

　　平成31年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第91号

　平成16年３月県告示第383号（悪臭防止法に基づく地域の指定及び規制基準の設定）の一部を次のように改正す

る。

　　平成31年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　第２第１項第４号イ中「うち、」を「うち、第一種低層住居専用地域及び」に改め、同号ロ中「の区域」を「及

び準工業地域の区域」に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第92号

　食品衛生法（昭和22年法律第233号）第48条第６項第３号及び食品衛生法施行令（昭和28年政令第229号）第９条

第１項第１号の規定により、食品衛生管理者及び食品衛生監視員の養成施設を次のとおり登録した。

　　平成31年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

荒瀬川（全域） Ａ イ

日向川（全域） Ａ ロ

生物Ａ イ

新井田川（全域） Ｂ イ

丹生川（全域） Ａ イ

生物Ａ イ

荒瀬川（全域） Ａ イ 日向川水域

日向川（全域） Ａ ロ

生物Ａ イ

豊川（全域） Ａ イ 新井田川水域

新井田川（全域） Ｂ イ

丹生川（全域） Ａ イ

生物Ａ イ

大旦川（全域） Ｂ イ
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山形県告示第93号

　山形県青少年健全育成条例（昭和54年３月県条例第13号）第８条第１項の規定により、次の図書類を青少年に有

害な図書類として指定する。

　　平成31年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　（図　書）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

登 録 養 成 施 設 の 名 称 登 録 養 成 施 設 の 所 在 地 登録年月日

山形大学農学部食料生命環境学科バイオ

サイエンスコース「食品衛生管理者等任

用資格コース」

鶴岡市若葉町１番23号 平成31年２月５日

指定

番号
題　　　　　　　　　　　　名 図書コード等 発 行 所 等 指定の理由

789 砂漠の女神
ISBN978-4-

930927-13-2
株式会社日本ジャーナル出版 著しく青少年の

性的感情を刺激

し、その健全な

育成を阻害する

おそれがある。 　 　 　

790 ＪＫ、女将ハジめました。 57640-43 株式会社竹書房

791 美人妻入れてください 51558-78 株式会社メディアックス

792
メンズゴールドセレクション12

たまらないＨな体験教えます　
50457-26 株式会社リイド社

793 ケン月影の女仇討ち 44650-53 株式会社宙出版

794 クラスメイトはえっちな優等生♥ 53455-59 株式会社コアマガジン

795 妻のカクシゴト～女は情欲を抑えられない～ 53455-55 株式会社コアマガジン

796 ケン月影の女・風凛香山 44650-96 株式会社宙出版

797
封印お宝スキャンダル３月号増刊

禁断映像封印解禁スペシャル
17844-3 マイウェイ出版株式会社

著しく青少年の

粗暴性又は残虐

性を助長し、そ

の健全な育成を

阻害するおそれ

がある。

798 実話ナックルズ　月刊２月号 04877-2 株式会社大洋図書 著しく青少年の

犯罪又は自殺を

誘発し、又は助

長し、その健全

な育成を阻害す

るおそれがあ

る。 　

799 臨増ナックルズＤＸ　vol.15 68520-76 株式会社大洋図書

800 実話ナックルズＧＯＬＤ　Vol.6 68520-73 株式会社大洋図書

801 まんが2019年業界最初の悪特盛 53455-58 株式会社コアマガジン

802 まんが許せない暴力事件簿!! 53455-56 株式会社コアマガジン
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山形県告示第94号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者を次のと

おり指定した。

　　平成31年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第95号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第107条第１項の規定により、介護医療院の開設を次のとおり許可した。

　　平成31年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第96号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に

より、指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定した。

　　平成31年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第97号

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力

を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法（平成９年法律第123号）第113条の規定によ

り、次の指定介護療養型医療施設は、その指定を辞退した。

　　平成31年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定障害児通所支援事業者の

名称及び主たる事務所の所在地
事業所の名称及び所在地

障害児通所支援の

種類
指定年月日

トレンディワールド株式会社

千葉市中央区院内二丁目17番25

号

保育所等訪問支援つながる

東根市中央三丁目３番５号 保育所等訪問支援 平成31. 2. 1

介護医療院の開設者の名称

又は氏名
介護医療院の名称及び所在地 サービスの種類 許可年月日

長岡弥一郎
長岡医院　介護医療院

山形市七日町四丁目５番20号

介護医療院サービ

ス
平成31. 2. 1

指定障害福祉サービス事業者の

名称及び主たる事務所の所在地
事業所の名称及び所在地

障害福祉サービス

の種類
指定年月日

トレンディワールド株式会社

千葉市中央区院内二丁目17番25

号

マックスアカデミー東根

東根市中央三丁目３番５号
自立訓練（生活訓

練）
平成31. 1. 4

トレンディワールド株式会社

千葉市中央区院内二丁目17番25

号

マックスアカデミー東根

東根市中央三丁目３番５号 就 労 移 行 支 援 同

指定介護療養型医療施設の開設者の

名称又は氏名

指定介護療養型医療施設の名称

及び所在地
サービスの種類

辞退の効力

発生年月日

長岡弥一郎
長岡医院

山形市七日町四丁目５番20号

介護療養施設サー

ビス
平成31. 1.31
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山形県告示第98号

　森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定を解除する

予定である旨の通知があった。

　　平成31年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　解除予定保安林の所在場所

　　鶴岡市（国有林。次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　水源の涵
かん

養

３　保安林解除の理由

　　道路用地とするため

　（「次の図」は、省略し、その図面を農林水産部林業振興課及び鶴岡市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第99号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建設総務課において平成31年２月22日から同年３月８日まで縦覧に供す

る。

　　平成31年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　287号

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第100号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建設総務課において平成31年２月22日から同年３月８日まで縦覧に供す

る。

　　平成31年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　米沢猪苗代線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

東置賜郡川西町大字時田字新町1615番４から

同　　　　　　　　　　　町下1888番１まで
旧

18.0
　 　  ～

9.2

メートル

318
メートル

東置賜郡川西町大字時田字新町1615番２から

同　　　　　　　　　　　町下1888番１まで
新

18.5

　 　  ～

11.8

メートル

同　上

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

米沢市門東町三丁目3038番９から

同　　　　　二丁目3040番６まで
旧

11.8

　 　  ～

11.5

メートル

109
メートル

同　　　　　　　　　　　　　　　　上 新
43.0

　 　  ～

20.6

メートル

同　上
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山形県告示第101号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建設総務課において平成31年２月22日から同年３月８日まで縦覧に供す

る。

　　平成31年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　高畠川西線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第102号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建設総務課において平成31年２月22日から同年３月８日まで縦覧に供す

る。

　　平成31年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　綱木米沢停車場線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第103号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建設総務課において平成31年２月22日から同年３月８日まで縦覧に供す

る。

　　平成31年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　高畠川西線

２　供用開始の区間　　東置賜郡川西町大字黒川字宿南317番３から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　細谷265番まで

３　供用開始の期日　　平成31年２月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

東置賜郡川西町大字黒川字宿南317番３から

同　　　　　　　　　　　細谷265番まで
旧

18.5

　 　  ～

7.5

メートル

239
メートル

同　　　　　　　　　　　　　　　　上 新
31.0

　 　  ～

9.5

メートル

同　上

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

米沢市丸の内二丁目3088番12から

同　　門東町三丁目3037番３まで
旧

11.8

　 　  ～

11.3

メートル

125
メートル

同　　　　　　　　　　　　　　　　上 新
18.3

　 　  ～

14.0

メートル

同　上
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山形県告示第104号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、同法第21

条第２項において準用する同法第20条第１項の規定に基づき寒河江市から送付のあった都市計画の変更の図書の写

しを次のとおり縦覧に供する。

　　平成31年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　変更に係る都市計画の種類

　　寒河江都市計画用途地域

２　縦覧の場所

　　県土整備部都市計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第105号

　次のとおり都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条第１項の規定による告示があった。

　　平成31年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　都市計画事業の種類及び名称

　(1) 種　類　　新庄都市計画道路事業

　(2) 名　称　　３・４・４号北本町飛田線

２　施行者の名称

　　山形県

３　事務所の所在地

　　山形市松波二丁目８番１号

４　事業地の所在

　(1) 収用の部分　　新庄市宮内町、新町、五日町字宮内及び千門町地内

　(2) 使用の部分　　なし

５　告示年月日及び番号

　　平成31年２月13日　東北地方整備局告示第33号

 　　　　　　　　　　　　

公　　　　　告
 　　　　　　　　　　　　

　公営住宅法（昭和26年法律第193号）第22条第１項の規定により、山形県県営住宅の入居者の一般公募を次のと

おり行う。

　　平成31年２月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子
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（注）「収入」とは、入居者（申込者）及び同居親族の過去１年間における所得税法（昭和40年法律第33号）の例

により算出した所得金額の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。 

(1) 同居親族又は同一生計配偶者若しくは扶養親族で入居者及び同居親族以外のもの１人につき　380,000円

(2) 同一生計配偶者が70歳以上の者である場合又は扶養親族が老人扶養親族である場合には、その同一生計配偶

者又は老人扶養親族１人につき  100,000円

(3) 扶養親族が16歳以上23歳未満の者である場合には、その扶養親族１人につき  250,000円

(4) 入居者又は(1)に規定する者に障害者がある場合には、その障害者１人につき　270,000円（その者が特別障

害者である場合には、400,000円） 

(5) 入居者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫１人につき　270,000円（その者の

所得金額が270,000円未満である場合には、当該所得金額）

２　入居者の資格

県営住宅に入居することができる者は、次の(1)から(4)に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただ

し、１の表の「摘要」の欄に「単身可」と記載のある県営住宅については、身体上又は精神上著しい障がいがあ

るために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難である

と認められる者以外の者は、(1)を除く。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者そ

の他婚姻の予約者を含む。）があること。

(2) その者の収入が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこ

と。

イ　次のいずれかに該当する場合  214,000円

(ｲ) 入居者又は同居親族に障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条に規定する障害者でその障がいの程

度が、次のａ、ｂ又はｃに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれａ、ｂ又はｃに定める程度のものがある

場合

ａ　身体障害　身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の１級から４級まで

ｂ　精神障害（知的障害を除く。）　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第

155号）第６条第３項に規定する１級又は２級

ｃ　知的障害  ｂに規定する精神障害の程度に相当する程度

(ﾛ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居親族のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(ﾊ) 入居者又は同居親族に、次のいずれかに該当する者がある場合

ａ　戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第２条第１項に規定する戦傷病者で、その障がいの程

度が恩給法（大正12年法律第48号）別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号

表ノ３の第１款症に該当する程度であるもの

ｂ　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）第11条第１項の規定による厚生

労働大臣の認定を受けている者

ｃ　海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していない者

(ﾆ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

ロ　イに掲げる場合以外の場合　158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者及び同居親族が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）でないこと。

３　選考方法

募集の区分欄に「一般用」とあるのは、世帯の区分にかかわらず、申込順に選考する。

４　申込期間及び方法

(1) 申込期間　　平成31年２月22日から同年３月31日までの午前10時から午後６時まで

ただし、月曜日を除く。郵送の場合は、平成31年３月31日の午後６時まで(2)の提出先に到着したものに限

り有効とする。

(2) 申込用紙の請求先及び申込書の提出先

山形市城南町一丁目１番１号　霞城セントラル22階

県営住宅指定管理者　株式会社西王不動産

５　入居の時期　　入居申込から概ね２箇月後
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